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事業主 ( 給与支払者 )・従業員 ( 納税義務者 ) の皆さんへ
　　　　　  茨城県と市から重要なお知らせ

平成 27年度から、給与所得に係る
個人住民税は、原則特別徴収（給与天引き）
により納めていただきます。
　納税者間の公平性、納税者の利便性などを確保するため、県
内すべての市町村では、平成 27年度から、特別徴収の実施を
徹底する取組（一斉指定）を行っておりますので、ご理解・ご
協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは
　事業主（給与支払者）が所得税の源泉徴収と同じように、従
業員（納税義務者）に代わり、毎月従業員に支払う給与から個
人住民税を差し引き（給与天引き）し、納入していただく制度です。
※地方税法などの規定により、所得税を源泉徴収する義務のあ
る事業主に実施が義務付けられています。

問茨城県市町村課　☎ 029 ‐ 301 ‐ 2481 
伊奈庁舎税務課　☎ 58‐ 2111（内線 1132）
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庁舎建設現場庁舎建設現場

庁舎建設工事期間中、庁舎建設工事期間中、
こちらからの出入りやこちらからの出入りや
通り抜けはできません通り抜けはできません

伊奈学校給食伊奈学校給食
センターセンター

図書館

伊奈庁舎

福田交差点福田交差点

つくばみらい消防署つくばみらい消防署

伊奈庁舎入口伊奈庁舎入口

商工会商工会

伊奈公民館伊奈公民館

教育委員会教育委員会
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